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平成29年度補償業務管理士検定試験問題 

 

 

 

試験開始時刻前に、開いてはいけません｡ 

（注意）この試験問題の解答は、電子計算機で処理しますので、以下の解答作成要領をよく読んで、別

紙の解答用紙に記入してください。 

 解 答 作 成 要 領  

１．配布される書類 

配布される書類は、「試験問題（この印刷物）１部」及び「解答用紙１枚」です。もし、配布に間

違いがあったら、すぐ手をあげて、係員に知らせてください。 

２．試験問題 

⑴ 試験問題は、表紙も含めて26頁（問題数は、40問）を１部につづったものです。試験開始後、

試験問題を開いて、紙数が足りないもの、印刷がはっきりしないもの等があったら、手をあげて、

係員に知らせてください。 

⑵ 試験問題は試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます｡ 

３．解答作成の時間 

15時から17時までの２時間です。終了時間がきたら解答をやめ、係員の指示に従ってください。 

４．解答用紙の記入方法 

⑴ 解答は、この問題には記入せず、必ず別紙の解答用紙（1枚）に記入してください。 

⑵ 解答用紙には、受験地（該当する

受験地名のマーク欄の     印を黒

く塗り潰してください。）、氏名、受

験番号〔５桁〕（算用数字で縦に記入

し、該当数字の     も黒く塗り潰し

てください。）を忘れずに記入してく

ださい。 

⑶ 解答用紙への記入は、必ず B 又は

HB の黒鉛筆を用いて、濃く書いて

ください。ボールペン、インキ、色

鉛筆等を使った場合は無効になりま

す。 

 

⑷ 解答用紙には、必要な文字、数字及び     を黒く塗り潰す以外は一切記入しないでください。 

⑸ 解答は、右上の例のように、各問題に対し、正しいと思う選択肢の番号一つを選び、その下の

専 門 科 目 

物   件 

受験地  
受 験
番 号  氏 名  
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枠内を黒く塗り潰してください。これ以外の記入法は無効になります。 

⑹ 解答は、各問について一つだけです。 

二つ以上を黒く塗り潰した場合は、無効になります。 

⑺ 解答を訂正する場合には、間違えた個所を消しゴムで、跡が残らないように、きれいに消して

ください。消した跡が残ったり、   や   のような訂正は無効になります。 

５．退室について 

⑴ 試験開始後、１時間を経過するまでと試験終了前30分間は、退室が許されません。 

⑵ 途中で退室する際は、試験問題、解答用紙及び受験票を全部係員に提出してください。そのと

き各自の携行品を全部持って行き、試験問題等を提出したら、そのまま静かに退室してください。

退室後、再び試験場に入ることは許されません。 

６．その他 

⑴ 受験票は、机上の見やすいところに置いてください。 

⑵ 受験中は、鉛筆（黒－B 又は HB）、消しゴム及び定規のみの使用に限ります。したがって、電

卓等の計算機器類等の使用は一切できません。 

⑶ 試験問題を写したり又は試験問題及び解答用紙を持ち出してはいけません。 

⑷ 試験問題の内容についての質問には応じられません。また、試験中は、受験者の間で話し合っ

てはいけません。 

⑸ トイレなどのときは、手をあげて係員の指示を受けてください。なお、試験室内は禁煙です。 

⑹ 受験に際し不正があった場合は、受験を停止されます。 

⑺ この問題の表紙にも受験地、受験番号及び氏名を忘れずに記入してください。 

⑻ 携帯電話の電源はお切りください。 
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《物件概説》 

問１ 物件概説に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 物件部門に係る補償項目のうち、建物等に関する補償については、土地評価部門に係る土地

代金とともに、被補償者からの関心が高い傾向がみられる。建物等に関する補償については、

建物を「取得」、「使用」又は「移転」するそれぞれの場合があるが、建物等を事業の用に供す

るために取得したり、使用したりするケースはほとんどなく、通常の場合には移転に要する費

用を補償することとなる。 

２ 建物の移転工法として代表的な「再築工法」は、従前の建物と同種同等のものを建築するの

に要する費用を算定の基本としているが、建築基準法（昭和25年法律第201号）等の関連法令は

時代とともに改正されているので、建築を行おうとする時点で、法令に基づく改善を行わざる

を得ない場合が生ずることがある。改善に必要な費用については、法令に基づき行う改善費用

であり、損失補償として補償するのが妥当である。 

３ テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用増に寄与している建物付随工作

物については、建物本体に含めて調査算定することとされている。また、建物と一体となって

建物の効用を全うするか、建物の構造と密接不可分な関係にある給排水設備等の建築設備につ

いても、建物本体に含めて調査算定することとされている。 

４ 機械工作物に該当するものを除くその他の工作物については、門、囲障等のいわゆる附帯工

作物として分類され、建物とは別に算定することとされている。 

《建築基準法等概説》 

問２ 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 建築確認の対象となる工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建

築物の移転は対象外である。 

２ 建築物のない更地にある独立した門や塀も建築物となる。 

３ 屋根のない観覧のための工作物は、建築物ではない。 

４ 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫は建築物である。 
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問３ 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 建築物の容積率算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に

供する部分の床面積は算入しない。 

２ 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することはできない。 

３ 建ぺい率限度の異なる２種以上の区域にまたがる敷地の場合における、敷地内に建築できる

建築面積の限度は、敷地の過半の区域の法定建ぺい率を乗じて行う。 

４ 容積率限度の異なる２種以上の区域にまたがる敷地の場合における、敷地内に建築できる建

築物の延べ面積の限度は、敷地面積の過半の区域の基準容積率を乗じて行う。この場合の各区

域の容積率限度は、前面道路幅員が12ｍ未満のときは、当然、都市計画の限度と前面道路幅員

による割合のうち、厳しい方による。 

 

問４ 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、

その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10ｍ2以内であるときは、建築確認が必要

である。 

２ 都市計画区域外において高さ14ｍ、階数が３階、延べ面積600ｍ2の木造建築物を新築する場

合、建築確認が必要である。 

３ 都市計画区域外において階数が２階、延べ面積が210ｍ2の木造以外の建築物を新築する場合、

建築確認が必要である。 

４ 事務所の用途に供する建築物をホテル（その用途に供する部分の床面積の合計が500ｍ2）に

用途変更する場合、建築確認が必要である。 
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問５ 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなっ

た場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなけ

ればならない。 

２ 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計

画が建築基準法令の規定に適合しているかどうかを審査すれば足り、建築基準関係法令、例え

ば都市計画法（昭和43年法律第100号）等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審

査の対象外である。 

３ 建築基準法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員４ｍ未満の道路は、特定行政庁

の指定がなくとも同法上の道路となる。 

４ 建ぺい率の限度が10分の８とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物につ

いては、建ぺい率の制限は適用されない。 

 

問６ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）に定める床面積の算定方法に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。 

 

１ エレベータシャフトは、原則として各階において床面積に算入しない。なお、着床できない

ことが明らかである階についても、床面積に算入しない。 

２ ポーチは、原則として床面積に算入する。なお、屋内的用途に供する部分についても、床面

積に算入する。 

３ 吹きさらしの廊下で、外気に有効に開放されている部分の高さが、0.7ｍ以上であり、かつ、

天井の高さの1/2以上である廊下については、幅１ｍまでの部分を床面積に算入しない。 

４ バルコニー・ベランダで、外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1ｍ以上であり、か

つ、天井の高さの1/2以上であるバルコニー・ベランダについては、幅２ｍまでの部分を床面積

に算入しない。 
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問７ 建物移転に伴う関連法規に関する次の記述のうち、Ｑ（質問）に対するＡ（回答）として妥当

なものはどれか。 

 

１ Ｑ 都市計画法第29条に「開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可

を受けなければならない」とあるが、どのような場合に許可が必要となるのか。 

Ａ 都市計画法第29条は、主として、市街化区域及び市街化調整区域の制度の目的を達成す

るために定められた規定である。すなわち、市街化区域及び市街化調整区域においては、

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更（開発行

為）を都道府県知事等の許可制とすることにより、開発行為に対して所要施設の整備等に

一定の水準を確保させるとともに、市街化調整区域内にあっては、一定のものを除き開発

行為を行わせないこととしたものである。 

２ Ｑ 危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）で規定する給油空地は、間口10ｍ以

上、奥行６ｍ以上の給油空地を保有することされているが、下記の例は給油空地の基準に

適合しているか。 

Ａ 基準に適合している。 

 

 

 

 

 

 

３ Ｑ 消防法（昭和23年法律第186号）で規定する防火対象物には消防用設備等の設置が義務付

けられているが、消防用水（防火水槽、これに代わる貯水池その他の用水）及び消火活動

上の必要な施設（排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常用コンセント設備、無線通

信補助設備）は、消防用設備等の種類に含まれるのか。 

Ａ 含まれない。 

４ Ｑ 工場立地法（昭和34年法律24号）でいう緑地とはどのようなものか。 

Ａ 緑地とは、噴水施設、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、工場又は事業所の周辺の地域

の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの、と規定されている。 

 

10ｍ 

６ｍ 

給油空地
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《建物等の取得等の補償》 

問８ 公共用地の取得に伴う損失補償基準（昭和37年10月12日用地対策連絡会決定（以下「用対連基

準」という。）で規定する建物等の取得等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 使用する建物等に関する補償については、用対連基準第24条に規定する土地の使用に係る補

償の例による。この場合において、当該建物等所有者の請求を必要とすることが規定されてい

る。 

２ 建物等を移転することが著しく困難であるとき又は建物等を移転することによって従来利用

していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等を取得するものとする。こ

の場合において、当該建物等所有者の請求を必要とすることは規定されていない。 

３ 建物等を移転させるものとして用対連基準第28条（建物等の移転料）の規定により算定した

額が、同基準第15条（建物等の取得に係る補償の基本原則）の規定により算定した当該建物等

の価格を超えるときは、当該建物等を取得することができるものとする。この場合において、

当該建物等所有者の請求を必要とすることは規定されていない。 

４ 取得する建物その他の土地に定着する物件に対する補償については、用対連基準第１節に規

定する土地の取得に係る補償の例による。この場合において、当該建物等所有者の請求を必要

とすることが規定されている。 

 

問９ 区分所有建物の取得等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）の適用のある建物（以下「区分所有

建物」いう。）が取得する土地に存する場合は、全ての事案の区分所有建物について、これに係

る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権（以下、本説問において「区分所有権等」

という。）を取得しなければならない。 

２ 区分所有権の全部を取得する場合においては、事業用地外にある規約により区分所有建物の

敷地とされているすべての土地に係る敷地利用権の取得は行わない。 

３ 区分所有建物が所在する画地の正常な取引価格は、用対連基準第８条第２項に規定する土地

取得の補償原則どおり、いわゆる「更地評価」によるものとする。 

４ 区分所有権等を取得するにあたっては、全員からの請求でなくても、各区分所有者の請求に

より、当該区分所有者の有する区分所有権等を取得することができるものとする。 

 



物―8 

問10 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭和38年３月７日用地対策連絡会決定。以下「用対

連細則」という。）別記３「区分所有建物敷地取得補償実施要領」に関する次の記述のうち、妥当

なものはどれか。 

 

１ 取得に係る区分所有権（共用部分の共有持分を含む。）の正常な取引価格は、原価法により算

定した価格を基準とし、取引事例法により算定した価格を参考として求めることとされている。 

２ 管理組合法人の理事等が、分離処分可能規約の作成のための集会の開催等敷地の売却に係る

法令上の手続きのために多大な時間を費やしたとしても、これに要した費消時間は、公共事業

のために土地の取得等に伴って一般的に生じるものであり受忍の範囲であり、補償対象とはな

らない。 

３ 区分所有建物の一部のみを取得する場合において、残存する区分所有者が有する敷地利用権

のうち事業に必要な用地に相当する部分については、できる限り区分所有権の取得に伴い事業

者が取得した敷地利用権のうち残地に相当する部分と交換することによって取得するよう努め

るものとする。この場合において、交換差額が生じるときは、清算を行うものとする。 

４ 区分所有建物の敷地とは、区分所有建物が所在する土地をいい、規約敷地は含まれない。 

 

《建物移転補償の実務》 

問11 建物等の移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 通常妥当と認められる標準的な移転工法の種別に関して、移転先を必要とする移転工法には、

再築工法、曳家工法、改造工法、復元工法及び除却工法がある。 

２ 再築工法は、取得又は使用する土地にある建物と同種同等の建物を合理的な移転先に建築す

る移転工法であり、木造平家建を木造２階建に、あるいは木造を非木造とする等、従前の建物

の用途、機能を維持する等の工法も本工法に含まれる。 

３ 合理的な移転先を残地とする場合においては、残地において採用可能な工法の比較を行い、

想定される工法の総額をもって、より経済的妥当性を有する工法を決定する必要がある。 

４ 構内移転に要する補償総額が、構外移転に要する補償総額に残地の価額を加えた合計額を超

える場合は、構外移転を認定することとなるが、これは移転先を認定するための比較であって、

残地を取得することを意味するものではない。 
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問12 建物の標準的移転工法における移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 建物移転料算定における再築補償率は、建物の現在価額率と運用益損失額率の和であるが、

このうち建物の現在価額率は、「残存価額率 ＋ 定額法による残償却率」で算定され、残存価額

率は、当該建物の耐用年数満了時に０％とする。 

２ 再築工法における算定式は、「建物の現在価額＋（推定再建築費 × 再築補償率）＋ 取りこ

わし工事費（整地費を含む）－ 発生材価額」である。 

３ 残存部の一部改造を伴う改造工法による算定式は、「切取工事費（整地費を含む）＋ 切取面

補修工事費（補足材費を含む）＋ 残存部の一部増改築費（補足材費を含む）－ 発生材価額」

となるが、残存部の一部増改築費の算定は、建物全体の耐用年数と分離し、当該増改築部分に

係る再築補償率により算定する。 

４ 曳家工法と改造工法の複合工法の場合の算定式は、「曳家工事費（整地費を含む）＋ 補修工

事費（補足材費を含む） ＋ 切取工事費（整地費を含む）＋ 切取面補修工事費（補足材費を含

む）＋ 残存部の一部増改築費（補足材費を含む）－ 発生材価額」である。 

 

問13 土地を使用する場合の建物等の移転補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 土地を使用する場合の建物の移転料は、用対連細則において、残地を移転先と認定するとき

又は使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なときを除き、当該建物を使用対象地から

除去し、使用終了後に当該使用対象地に従前と同種同等の建物を再現するのに必要な費用とさ

れている。 

２ 土地を使用する場合の補償の時期については、建物を使用対象地から除去する時点と使用終

了後に当該使用対象地に従前と同種同等の建物を再現する時点に差が存することから、各時点

において適正な補償額を算定し、それぞれの時点において補償を行うものとされている。 

３ 土地を使用する場合の建物の移転工法は、用対連細則第15第１項（五）に規定する再築工法

又は復元工法のうちから妥当な工法を認定するものとされている。 

４ 土地を使用する場合の補償にあたっては、使用後の土地の形質等に著しい変化が見込まれた

としても、これを考慮しないこととされている。 
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問14 建物等の関連移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 建物等の移転補償は、事業用地を買収するという目的から、原則として、当該事業により直

接支障となる部分が対象となる。したがって、土地の一部が取得されるときで、建物が事業用

地と残地にまたがって存在し、建物の構造上分割が可能である場合は、残地に存する建物等の

補償検討を行わず、分割工法を採用することとされている。 

２ 支障となる建物等が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目

的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等所有者の請求により建物等の全部を移

転する費用を補償するものとされている。その際、請求の方法は、口頭であっても支障はない。 

３ 事業用地内の建物等に加えて残地に存する建物等の関連移転が必要か否かの判断は、単に建

物等が物理的に分割されるか否かによるのみでなく、当該建物が果たしている用途、機能等に

も着眼し判断する必要がある。 

４ 残地に建物等を移転させる余裕があり、そこに移転させることが可能な場合、残地に存する

建物等と一体となって従来の目的に供することが可能なときは、関連移転を行う必要はない。 

 

問15 国土交通省の直轄事業に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償に関連す

る業務の請負（委託）基準に定められている「用地調査等業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」

という。）及び建物移転料算定要領（案）（平成28年３月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し

合せ）に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は機

能等を調査することをいい、共通仕様書において、建物等の配置図の作成は、図面中に「敷地

面積」、「用途地域」、「建ぺい率」、「容積率」、「建築年月」、「構造概要」、「建築面積（一階の床

面積）」、「建物延べ床面積」の記入を行うこととされている。 

２ 移転が必要となる建物等の配置等の調査にあたっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又

は使用する一筆の土地ごとに、「建物、工作物及び立竹木の位置」、「敷地と接続する道路の幅員、

敷地の方位等」、「その他配置図作成に必要となる事項」の調査を行うものとされているが、「敷

地と土地の取得等の予定線の位置」の調査は、監督職員からの指示を受けた場合に限り行うも

のとされている。 

３ 建物の移転料に係る調査算定は、建物の構造、種別等により木造建物においては、「木造建物

〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物」の４区分、非木造建物においては、「非

木造建物〔Ⅰ〕、 非木造建物〔Ⅱ〕」の２区分により区分されるが、一定の建築設備及び建物附

随工作物については、建物の調査に含めて行うものとされている。 

４ 再築工法、改造工法、復元工法及び除却工法による建物の移転料は、移転工法ごとに建物移

転料算定表（様式第１号から第４号）を用いて算定した額とし、曳家工法による建物の移転料

は、別記曳家移転料算定要領により算定した額とされている。 
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問16 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領（平成５年３月26日中央用地対策連絡協

議会理事会決定。以下、本設問において「要領」という。）に関する次の記述のうち、妥当でな

いものはどれか。 

 

１ 補償対象の保管場所は、居住用建物又は業務用建物と有形的に一体利用されている一団の土

地内に存在し、かつ、現に自動車の保管場所の用に供されている保管場所をいい、建物が存す

る期間中の土地の権利が担保されていなければ保管場所が生活と密接不可分の状態にあるとい

えないため、要領において、一団の土地の権利形態は、自己の所有権に限ることが規定されて

いる。 

２ 一団の土地内にある保管場所の一部又は全部が収用等される場合の自動車の保管場所の確保

に要する費用の補償は、基本形態として、①一般住宅敷地内の場合、②共同住宅（貸家）敷地

内の場合、③業務用建物敷地内で支障建物有りの場合及び④業務用建物敷地内で支障建物無し

の場合の４つを例示し、それぞれの例示における用途毎の条件を満たす範囲を限度として行う

ものとされている。 

３ 一般住宅敷地内にある保管場所の場合において、近隣に保管場所を専用によって確保できる

際に補償を行う専用利用料相当額の算定式は、「当該地域における標準的保管場所専用料金（１

ヶ月当たり）× 0.9 × 月数 」とし、月数は24ヶ月以内で適正に定めるものとするとされてい

る。 

４ 業務用建物敷地内で支障建物が有る保管場所の場合において、一団の土地内において立体駐

車場を設置することが可能かの判断にあたっては、使用実態、設置場所、設備の種類（機械式、

半自走式、自走式）等の検討を行うこととされている。 
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《木造建物の調査と算定の実務》 

問17 建物移転料算定要領（案）別添一「木造建物調査積算要領」（以下「木造建物調査積算要領」と

いう。）に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 木造建物調査積算要領は、木造建物（木造建物［Ⅰ］、木造建物［Ⅱ］、木造建物［Ⅲ］、木造

特殊建物）の調査及び推定再建築費の積算に適用する。 

２ 建築工法が軸組工法で主要構造部の部材、材種、間取り等が一般的な専用住宅であっても階

数が３階建てである場合は、木造建物［Ⅰ］以外の木造建物として取り扱う。 

３ 建物又は附帯工作物の判定基準の検討フローを基に、①基礎がある、②屋根がある、③床が

ある、④柱がある、⑤壁等で外気と遮断されているの５項目中、３項目以上に該当するため建

物と判断した。 

４ 不可視部分の調査は、既存図が入手可能な場合は、これを利用することができる。既存図が

入手不可能な場合は、建物所有者、設計者、施工者から状況を聴取する等の方法により調査す

る。 

 

問18 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 仮設の調査は、１階の外壁の面数（30 cm 以内の出窓の面数は除く。）及びシート張りの要否

の調査を行う。 

２ 木造建物〔Ⅰ〕に区分される建物の布コンクリート基礎の布基礎長は、１階床面積に基礎率

を乗ずることにより求めるため、布基礎の延長の調査は必要としない。 

３ 全体の50％以上が住宅の用に供する併用住宅における束石の数量は、専用住宅と同じ考えと

なるが、共同住宅の場合は、束石のない部分の面積を控除するため、束石のない部分を把握す

る調査を行う。 

４ 柱長の判定は、１階部分では土台上端から１階軒桁又は胴差の上端までとし、２階建て建物

の通し柱の場合は１階土台上端から２階軒桁上端までとする。 
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問19 木造建物調査積算要領における推定再建築費等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 推定再建築費は、当該建物と同一のものを現時点で現在地において新築するとした場合の推

定の建築費をいうものであり、純工事費＋共通仮設費＋諸経費から構成されている。 

２ 従前の建物が木造建物で、耐用年数近似期建物の場合で、柱の寸法及び屋根、内壁、外壁、

柱、土台等に補修を施している建物の再築補償率は、建物の現在価格に対し補正を考慮するも

のであり次式による。 

（1 － 0.8n／N ＋ α）＋（0.8n／N）×{1 － 1／（1 ＋ r）N － n} 

ｎ：従前の建物の経過年数 

Ｎ：従前の建物の標準耐用年数 

ｒ：年利率 

α：価値補正率 

３ 工場の用に供する建物において、建物移転料を再築工法にて算定する際、資力確保費用は諸

経費に加算される費用である。 

４ 共通仮設費は、建物を建てるに当たり、建築工事全般において必要な費用であるため、同一

敷地内に複数の木造建物がある場合でも各々の建物に共通して計上する。 

 

問20 木造建物調査積算要領に定める別添１「木造建物図面作成基準」に関する次の記述のうち、妥

当でないものはどれか。 

 

１ 建物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行う。また、各階の床面積の計

算は、メートル単位により小数点以下４位まで算出し、各階ごとに累計し、小数点以下第２位

（小数点以下第３位切捨て）までの数値を求める。 

２ 建物の調査において、長さ、高さ等は、ミリメートルを単位とし、計測する。ただし、配管

等の長さ等ミリメートル単位での計測が困難なものはこの限りではない。 

３ 延べ床面積は、各階別の少数点以下第２位までの数値を合算した数値とするものとする。ま

た、１棟の建物が２以上の用途に使用されているときは用途別の各階の面積及び延べ床面積を

算出する。 

４ 配置図の作成においては、建物等の所有者（同族法人及び親子を含む。）を単位として作成し、

図面中に、敷地面積、用途地域、建ぺい率、容積率、建築年月、構造概要、建築面積、延べ床

面積を記載する。 
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問21 木造建物調査積算要領における併用住宅に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 用途が店舗併用住宅の仮設工事面積を算定する際の規模補正率は、延べ床面積の合計に対応

する数量値を店舗、住宅それぞれに適用する。 

２ ２以上の用途に区分されている建物の仮設工事面積を算定する際の建物形状補正率は、用途

毎の建物形状に対応した率をそれぞれの用途に適用する。 

３ １階に用途の区分がある店舗併用住宅の基礎長は、延べ床面積の合計に対応した面積区分に

おいて、店舗、住宅それぞれの区分ごとの基礎率を適用し、用途毎に１階床面積に基礎率を乗

じて算出する。 

４ ２以上の用途に区分されている建物の木材材積率表の適用にあたっては、それぞれの用途、

柱径、柱長毎に対応した面積区分による数値を適用し、それぞれの床面積に木材材積率を乗じ

て木材材積量を算出する。 

 

問22 木造建物調査積算要領に定める別添２「木造建物数量積算基準」に関する次の記述のうち、妥

当なものはどれか。 

 

１ べた基礎の立ち上がり部分の布基礎長の算出は、１階床面積に建物の用途、面積区分に対応

する基礎率を１階床面積に乗じて算出する。 

２ 軸部工事費の積算対象は、土台から屋根に至る骨組みを構成する構造材のほか、造作材、羽

柄材が含まれているが、押入中棚は木材材積率に含まれていないので、造作工事に押入と合わ

せて別途計上する。 

３ 屋根に天窓が設置されている場合、天窓は開口部として調査積算する。その際、0.5ｍ2以下

である天窓面積は、外壁工事に準じ、屋根面積から控除しない。 

４ 階段室の内壁の施工面積は木造建物数量積算基準により標準面積が定められているが、その

面積は、階段室における内壁仕上げの総面積（１階床から２階天井）である。 
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《木造特殊建物の調査と算定の実務》 

問23 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 茶室は、室町時代中期に発生し、桃山時代に発達、完成され、茶事を行うための諸設備を施

してある室であり、建築的様式は草庵茶室と書院式茶室に分けられる。 

２ 文化財保護法（昭和25年法律第214号）による有形文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、

書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、日本国にとって歴史上又は芸術上価値の高

いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料と定義されている。 

３ 重要文化財とは、有形文化財のうち重要なものを文部科学大臣が指定したものであり、その

うち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを文部科学大臣は

国宝に指定することができる。 

４ 木造特殊建物の移転工法は、文化財保護法等により指定されている建築物と未指定の古建築

物に分けられ、原則、下記が移転工法となる。 

・文化財保護法等指定建築物は、復元工法 

・未指定古建築物は、再築工法、曳家工法 
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《非木造建物の調査と算定の実務》 

問24 建物移転料算定要領（案）別添二「非木造建物調査積算要領」（以下「非木造建物調査積算要領」

という。）に関する次の記述のうち、Ｑ（質問）に対するＡ（回答）として妥当でないものはどれ

か。 

 

１ Ｑ：改造工法等の積算に伴う構造計算は、どの程度の精度を求められるのか。 

Ａ：建築確認申請時における精度と同等の精度を求める。 

２ Ｑ：プレハブ住宅は、非木造建物調査積算要領で調査積算を行ってもよいか。 

Ａ：プレハブ住宅は、部材を工場で大量生産しており、部材仕様の合理化が徹底してなさ

れ、軽量鉄骨と木造の複合やコンクリートパネルの組み合わせなどにより構成されてお

り、構造物のく体が複数の材料で構成されていたり、施工の簡易化が図られている構造

であるが、建物移転料算定要領（案）第２条において非木造建物［Ⅱ]と区分されており、

非木造建物調査積算要領に基づき調査積算することになる。 

３ Ｑ：プレハブ建物は 統計数量表の適用ができるのか。 

Ａ：プレハブ建物の特徴は、柱や壁、屋根の部分があらかじめ工場で量産され、現場で組み

立てる建物のことをいう。く体材料としては、木質系、鉄骨系、鉄筋コンクリート系な

どがある。木質系以外は大くくりとして非木造建物となるが、工事用などの仮設建物に

ついては、現場あわせの仮設なので建物としての概念で補償するのではなく、仮設費と

撤去・運搬費をもって移転補償すべきだと考える。一方、本設の建物については非木造

建物として対応することとなり、非木造建物調査積算要領における統計数量表を適用し

て積算することとなる。 

４ Ｑ：鉄骨建物と木造建物が混在している場合は、どのように取り扱うのか。 

Ａ：非木造と木造が構造物として混在している場合、各々の構造で自立していれば、非木造

建物調査積算要領や木造建物調査積算要領により統計数量値を用い簡便に積算を行うこ

とは可能だが、各々の構造で自立していない場合については、統計数量値等の適用がで

きないため、構造計算を行う場合と同様に積み上げ積算となり、調査もまた、積み上げ

計算に耐え得る精度が必要となる。ただし、RC 造の主要構造部の一部が異種材料の場合、

また、S 造の一部の部位が異種材料の場合は、統計数量値を補正して積算することがで

きる。 
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問25 非木造建物調査積算要領に定める別添１「非木造建物図面作成基準」に関する次の記述のうち、

妥当でないものはどれか。 

 

１ 図面に記載する寸法の数値で建物の大きさ・長さ・高さの場合は、小数点以下第２位（小数

点以下第３位四捨五入）で記載する。 

２ 建物の面積計算は、図面に記載する小数点以下第２位により、小数点以下第４位まで算出し、

各階別に累計し、小数点以下第２位（小数点以下第３位を四捨五入）とする。 

３ 構造詳細図のうち、根切平面図、根切断面図は、統計値を使用して算定を行う場合には、作

成する必要はない。 

４ 構造詳細図のうち、上部く体現状図（柱・梁・床版・壁・階段・土間コンクリート・その他

図面）は、土間コンクリートを除き、統計値を使用して算定を行う場合には、作成する必要は

ない。 
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問26 非木造建物調査積算要領に定める別添２「非木造建物数量計測基準」（以下、本設問において「計

測基準」という。）に関する次の記述のうち、Ｑ（質問）に対するＡ（回答）として妥当なものは

どれか。 

 

１ Ｑ：計測基準でいう数量とは、どのような数量のことか。また、統計数量はどのような数量

をいうのか。 

Ａ：計測基準の数量とは、設計数量のことをいう。設計数量とは、設計寸法に基づく計算数

量のことをいう。なお、建築の世界では“計画数量”や“所要数量”という用語があり、

計画数量は、施工計画に基づく数量のことをいい、所要数量は、市場寸法による切り無

駄及び施工上のやむを得ない損耗などを含む予測数量をいう。なお、“計画数量”や“所

要数量”を積算する場合も非木造建物調査積算要領によるものとしている。統計数量は、

設計数量となっている。 

２ Ｑ：内部足場の使用区分は、どのようになっているのか。 

Ａ：内部足場の使用区分は、下表の使用区分を標準とする。 

項目 条件 区分 

く体 
階高 4.0ｍ以下 脚立足場 

階高 4.0ｍ超 枠組棚足場 

仕上（天井） 
高さ 3.5ｍ以下 脚立足場 

高さ 3.5ｍ超 棚足場 

仕上（壁） 
高さ 3.5ｍ以下 脚立足場 

高さ 3.5ｍ超 本足場 

設備 
高さ 3.5ｍ以下 脚立足場 

高さ 3.5ｍ超 移動式足場 

３ Ｑ：鉄筋コンクリ―ト造（RC 造）や鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC 造）の建物のコンクリー

ト数量を積算するときに、コンクリートの中にある鉄筋や鉄骨などを統計数量から差し

引くのか。 

Ａ：コンクリートの中にある異種物の差引を計測基準では「欠除」という言葉で表現してい

る。計測基準では、欠除について次のように取り扱うこととしている。 

①鉄筋及び小口径管類（一般的な配管設備）による欠除はないものとする。 

②鉄骨によるコンクリートの欠除はないものとする。 

４ Ｑ：地下階のく体コンクリート量は個別積算となっているが、１階の床と地下の床について

も個別積算となるのか。 

Ａ：１階の床及び地階の床のコンクリートは、統計数量値に含まれていないので、両方とも、

別途積算し加算するよう取り扱うものとする。 
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問27 非木造建物調査積算要領に定める別添２「非木造建物数量計測基準」のうち、別表「統計数量

表」に基づく鉄筋コンクリート造のく体コンクリート量計算に際し、共同住宅の建物面積に加え

る次の廊下、ベランダの面積として、妥当なものはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加算する面積（ｍ2） 

１ 337.50 

２ 450.00 

３ 506.25 

４ 675.00 

 

（１階） 

（２階） 

（３階） 

（４階） 

（立面図） 

GL 

開
放
型
片
廊
下 

ベ
ラ
ン
ダ 

（1.8ｍ） （1.8ｍ） 

（40ｍ） （３５ｍ） 

（５階） 

（平面図） 
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問28 非木造建物調査積算要領に定める別添２「非木造建物数量計測基準」のうち、別表「統計数量

表」に基づく鉄骨造のく体鉄骨数量計算に際し、平屋建て建物の一部に走行クレーンが設置され

ている場合の鉄骨数量として、妥当なものはどれか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

く体鉄骨造 

（建物の延床面積

１ｍ2当りの数量） 

走行クレーンの可動（設置） 

しない床面積 

（S２） 

走行クレーンの可動（設置） 

する床面積 

（S１） 

100 kg／ｍ2 1,000ｍ2 1,500ｍ2 

 

１ 240.00ｔ 

２ 250.00ｔ 

３ 265.00ｔ 

４ 272.50ｔ 

 

《建物設備の調査と算定の実務》 

問29 建物の電気設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 受電方式の種類として、１回線受電方式、平行２回線受電方式、ループ受電方式、スポット

ネットワーク受電方式がある。 

２ 電力会社より供給される電力を自家用受変電設備に引き込む際には、必ず中間に遮断器を設

置する。 

３ 受電の区分は低圧受電、高圧受電、特別高圧受電に区分されるが、契約電力が50kW である場

合、高圧受電に区分される。 

４ 幹線設備とは、建物の電気系統における受変電設備等から分電盤や動力制御盤、動力各種機

器までの配線をいう。 

 

走行クレーン 

 

（建物の平面）

クレーン設置 

面積：1,000ｍ2 面積：1,500ｍ2 

（S２） （S１） 
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問30 建物の各種設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 防災照明は、災害時に建物内の人を屋外の安全な場所へ避難させるため、避難方向や、避難

出口を示す表示板である。 

２ 給水設備における給水方式は、水道直結方式と高置水槽方式の２つの給水方式に大別される。 

３ 排水設備における阻集器は下水からの臭気や害虫などが室内に侵入することを防止するとと

もに、油分（グリース）、毛髪、石こうなどを含む排水を分離、収集する目的で排水口付近に設

置される。 

４ 空調方式の種類は、搬送する熱（冷）媒により、空気方式、水方式、空気・水併用方式、冷

媒方式に分類される。 

 

《工作物（機械工作物部門の「機械工作物」及び「生産設備」を除く。）、立竹木の調査と算定の実務》 

問31 立竹木の調査と算定に関する次の記述で、妥当なものはどれか。 

 

１ 庭木等の調査では、立木の管理の状況について判断基準により区分されているが、「年１回程

度の手入れ（剪定）を行っているもの」は「普通」に区分されている。 

２ 立木本数の測定において標準地調査法による場合は、標準地の面積を500ｍ2程度と定められ

ている。 

３ 立木の規格の測定で、樹高を測定する場合は地際（傾斜地においては山側地際）より徒長枝

を含む全長を測定するものとされている。 

４ 庭木等の調査で、観賞用竹については５本程度を１株としてその位置を図面に表示すること

とされている。 

 

問32 立竹木の調査と算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 伐採の対象となる用材林は、伐期は未到達であるが立木が用材林としての市場価格を有して

いるもの及び伐期未到達で市場価格を有していないものに区分される。 

２ 人工植栽による薪炭林の台木は、植栽後第３回伐採までの範囲における耐用年数に応じて算

定するものとされている。 

３ 果樹等の収穫樹では、幼齢木であって果実等の収穫が全くないもの又は果実等の収穫があっ

ても収支が相償うに至らないものを未収益樹という。 

４ 用材林又は薪炭林の立木（天然生林を除く。）であって、当該立木に通常必要とされる管理が

適正に行われていないと認められる場合は、当該立木を取得することができる。 
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問33 共通仕様書で定める墳墓の調査の条項で（ ① ）から（ ④ ）に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。 

 

第76条 墳墓の調査は、次の各号について行うものとする。 

一 墓地の配置の状況、墓地使用者（祭祀者のこと。以下同じ。）ごとの画地及び通路等の配置

の状況。配置の調査は、（ ① ）の立会を得て平板測量により行うものとする。ただし、規

模が小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことがで

きる。 

二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類 

三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類 

四 墓地使用者ごとの（ ② ）の形状、寸法及び種類（石造又はコンクリート造）。（ ③ ）

については、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。 

五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、（ ④ ）の種類、形状、寸法及び数量 

（六号以下省略） 

 

１ （ ① ）に入る用語は、「墓地使用者」である。 

２ （ ② ）に入る用語は、「墳墓」である。 

３ （ ③ ）に入る用語は、「埋葬霊体」である。 

４ （ ④ ）に入る用語は、「立竹木等」である。 
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問34 工作物の移転料に関するゼミナールが開催され、講師の質問（Ｑ）に研修生が回答（Ａ）しま

した。研修生の回答として妥当なものはどれか。 

 

１ Ｑ 用対連基準第28条第２項ただし書きに該当する法令改善に係る法令について、説明して

ください。 

Ａ 施設の改善について制限を課している条例及び要綱等の行政指導は、成文化され、かつ、

公表されているものに限るとされています。 

２ Ｑ 附帯工作物の経過年数について、説明してください。 

Ａ 附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置（新設）から標準耐用年数の時期ま

での間の年数とされています。 

３ Ｑ 附帯工作物の耐用年数について、説明してください。 

Ａ 附帯工作物については、個別性が強く多種性等を特徴としていることから、個別に見積

ることにより耐用年数を定めるものとされています。 

４ Ｑ 附帯工作物の現在価額について、説明してください。 

Ａ 附帯工作物の現在価額は、再調達価格に再築補償率を乗じて得た額とされています。 

 

《建物等の移転に伴い生ずる損失の補償額算定の実務》 

問35 用対連基準に規定する移転雑費に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 建物等の移転が伴わない敷地であっても継続的に資材置場、自動車の保管場所として利用さ

れ、かつ、土地所有者等が引き続きこれらの用に供することが必要とされる土地等である場合、

移転雑費の補償をすることができる。 

２ 取得する土地が都市計画法第29条による開発行為の許可又は許可申請の手続がとられている

空地（たな卸資産を除く。）である場合は、建設予定地として、その所有者が建物の敷地の用に

供するために代替の土地等を取得する場合、移転雑費の費用を補償することができる。 

３ 取得する土地が農地の一部の場合で、当該地域における農地の需給状況からみて代替農地の

取得が客観的に可能な場合、農地の耕作者が必要とする代替農地については移転雑費を補償す

ることができる。 

４ 移転先選定に要する費用で、宅地建物取引業者に依頼して選定するときの報酬額算定の基礎

となる土地の価額は、当該土地の固定資産税評価額で定められた額とされている。 
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問36 戸建賃貸住宅に居住する借家人を中心とした用地説明会が開催され、出席者からの質問に用地

係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ Ａさん 「ここの大家さんが良い人で、移転後も継続して借りたいと思っています。引き続き

借りることができることを約束してください。」 

係長  「安心してください。賃貸建物は、構外再築工法と認定していますが、借りている方

には借家権という権利がありますので引き続き賃貸借の継続が可能となります。」 

２ Ｂさん 「私は高齢の一人住まいで、年金のみで何とか生活している状態です。近くに住んで

いる娘の介護が必要でこの地域から離れられません。」 

係長  「安心してください。この地域には照応する戸建ての狭小住宅がないこと及びご高齢

等の事情を判断し、一定の範囲内で面積補正による標準家賃を基礎に算定すること

を考えています。」 

３ Ｃさん 「借家の際に必要な一時金は、賃貸借契約で家主から返還されることを約定されて

いる場合はその額を控除すると説明されましたが、返還額はどのようになります

か。」 

係長  「安心してください。返還される一時金の額は賃借年数等によっても異なりますの

で、大家さんから出してもらう返還証明書の金額を返還見込額として控除致しま

す。」 

４ Ｄさん 「前にも公共事業により移転を経験しています。ここは借りてから９か月となります

が、新たな借家との家賃差の補償について、前回は２年間の差額を補償していただ

きましたが、今回も同じ期間の補償となりますよね。」 

係長  「申し訳ありません。その後に改正になりまして、居住期間が１年未満の場合は当該

居住期間が家賃差の補償期間となりますので、Ｄさんの場合は９か月の期間となり

ます。」 

 

問37 その他通常生ずる損失の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 家賃減収補償における従前の建物の月額家賃は、補償契約締結前の更新時における当該建物

にかかる家賃収入額を賃貸期間で除した額とされている。 

２ 改葬の補償で無縁墳墓として処理する場合は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則（昭和23

年厚生省令第24号）に規定する新聞広告等の手続きが必要とされている。 

３ 就業できないことにより通常生じる損失額は、定められた就業不能補償日数を限度として実

情に応じて適宜求めた日数を乗じて得た額とされているが、この日数は移転先等選定補償日数

と同じ日数である。 

４ 移転先等選定に要する費用は、取得する土地が建設予定地を除く更地の場合、又は貸地の場

合は補償する必要はない。 
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問38 以下の規定は、動産移転料について規定している用対連細則第16の規定である。（Ａ）から（Ｄ）

に入る語句の組合せとして正しいものは、次のうちどれか。 

 

第16 基準第31条（動産移転料）は、次により処理する。 

１ 屋内動産の移転料は、次により算定する。 

居住用家財、（Ａ）、事務用什器、その他の動産で普通引越荷物として取扱うことが適当なも

のを屋内動産とする。 

屋内動産の移転費は、建物の（Ｂ）及びその収容状況を調査し、地域における標準的な一般

貨物自動車の運賃により算定する。 

２ 一般動産の移転料については、次により算定する。 

木材、（Ｃ）、庭石、鉄鋼、据付けをしていない機械器具又は（Ｄ）その他の動産で、容積及

び重量で台数積算を行うのが適当なものを一般動産とする。 

一般動産の移転費は、品目、形状、寸法、容量、重量、その他台数算出上必要な事項を調査

し、前項の例により算定する。 

（第３項以下省略） 

 

１ Ａ販売商品   Ｂ建築面積   Ｃ石炭、砂利、陶管        Ｄピアノ 

２ Ａ在庫商品   Ｂ居住面積   Ｃ砂利、敷石、コンクリート溜   Ｄ易損品 

３ Ａ店頭商品   Ｂ占有面積   Ｃ薪炭、石炭、砂利        Ｄ金庫 

４ Ａ営業商品   Ｂ延べ面積   Ｃ砂利、煉瓦、溜枡        Ｄ備品 

 

問39 用対連基準に規定する移転雑費に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 法令上の手続きに要する費用で、建物の表示登記はされているが保存登記がされていないと

きは、表示登記に係る費用のみを補償するとされている。 

２ 転居通知費、移転旅費その他の雑費には、移転に伴い転校を余儀なくされる場合の新規教材

購入費等の費用が含まれる。 

３ 土地等の使用に係る場合において、当該使用の終了後に従前地へ移転するときに必要な雑費

の補償額は、使用開始時において補償するものとされている。 

４ 当該地域の実情において必要とされる神社、仏閣、教会等の移転又は改葬等に伴う供養、祭

礼等の宗教上の儀式に通常要する費用は、移転雑費として補償するものとされている。 
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《公共補償における建設費等の補償》 

問40 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱（昭和42年２月21日閣議決定。以下、「公共補償基準」

という。）及び公共補償基準要綱の運用申し合せ（昭和42年12月22日用地対策連絡会決定）で規定

する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 公共補償基準においては、見かけ上は同じ物件であったとしても、公共施設等としての機能

を負っているので財産価値を基本とする補償方法を採用している。 

２ 既存公共施設等の財産価値の減耗分は、地方公共団体等が管理する既存公共施設等であって、

当該公共施設等に係る決算が継続的に赤字状況にある等、減耗分相当額を調達することが極め

て困難な場合であっても、その全部について控除する必要がある。 

３ 既存公共施設等の機能回復が当該既存公共施設等を移転することによっても行うことができ

る場合で、公共補償基準第８条に基づき算定した建設費よりも同基準第９条に基づき算定した

移転費の方が経済的である場合には、当然移転費により補償すべきである。 

４ 代替の公共施設等の建設に通常要する設計監理、建築確認申請、開発行為の申請及び登記等

の付帯費用については、公共補償基準第８条に規定する建設費として補償する。 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


